
広
島
県
企
業
局
告
示
第
一
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広
島
県
と
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
高
陽
取
水
場
管
理
事
務
の
事
務
委
託
を
廃
止
す
る
規
約
を
次
の
よ
う

に
定
め
た
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
者 
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哉 

 
 
 

広
島
県
と
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
高
陽
取
水
場
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
を 

廃
止
す
る
規
約 

 

広
島
県
と
広
島
市
と
の
間
に
お
け
る
高
陽
取
水
場
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
（
昭
和
五
十
四

年
四
月
一
日
施
行
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
約
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


